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公衆電話撤去に伴うセンターの電話利用および通話料のご案内 

 

 日頃は、当センターの事業につきまして、格別のご理解とご協力をいただき厚く御

礼申し上げます。 

この度、NTTの方針により、令和 8年 3月 31日をもって、公衆電話が撤去される

こととなりました。 

 ご利用者様が楽しみにされているご家族との電話が継続できるよう、今後は、セン

ターの電話をご利用いただけます。 

 つきましては、通話料として 1分あたり 10 円（税込）で請求させていただきます。

なお、通話時間は 1分単位での切り上げとなります（例：5分 20 秒の場合は 6分とし

て 60 円となります）。 

 何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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